
　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　　　　被告人Ａを懲役１年に，被告人Ｂを懲役４年６月にそれぞれ処する。　
　　　　未決勾留日数中，被告人Ａに対しては３３０日を，被告人Ｂに対しては３
００日を，それぞれその刑に算入する。
　　　　被告人Ａに対し，この裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予す
る。
        訴訟費用（証人Ｗに支給した分）は全部被告人Ａの負担とする。
　　　　　　　　　　　　　理　　　　　　　由
（罪となるべき事実）
第１　被告人Ｂは，Ｃと共謀の上，通行人から金員を強取しようと企て，平成１３
年４月１６日午前１時ころ，神戸市ａ区ｂ町ｃ丁目ｄ番先路上において，同所を通
りかかったＤ（当時３５歳）に対し，こもごも，同人の顔面を手拳で殴打し，その
腹部等を多数回足蹴にする暴行を加えて同人の反抗を抑圧した上，同人所有にかか
る現金約１万８０００円及び米ドル６５ドルほか１４点在中のショルダーバッグ１
個（時価合計約８万３０００円相当）を強取し，その際，上記暴行により，同人に
全治まで約５６日間を要する右眼窩骨折，両肋骨骨折等の傷害を負わせた
第２　被告人Ｂは，Ｃと共謀の上，通行人から金員を強取しようと企て，同月２８
日午前１時２０分ころ，同区ｅｆ丁目ｇ番ｇ号付近路上において，帰宅途中のＥ
（当時３８歳）に対し，こもごも同人の胸部，顔面等を多数回足蹴にするなどの暴
行を加えて同人の反抗を抑圧した上，同人から金員を強取しようとしたが，同人に
大声で騒がれたため，金員強取の目的を遂げなかったものの，その際，上記暴行に
より，同人に加療約４週間を要する右肋軟骨骨折，左肩打撲，上顎左側中切歯亜脱
臼等の傷害を負わせた
第３　被告人両名は，Ｃとともに，同年５月３日午前５時２５分ころ，同区ｈｉ丁
目ｊ番ｋ号Ｆ店前路上において，立ち話をしていたところ，Ｃが，金員を強取しよ
うと企て，同店から出てきたＧ（当時１９歳）（以下「Ｇ」という。）に対し，そ
の顔面を手拳で殴打するなどの暴行を加え始めたことから，
  １　被告人Ａ（以下「被告人Ａ」という。）は，ＣがＧに喧嘩をしかけたものと
思ってＣに加勢しようと考え，Ｇに暴行を加える限度でＣと暗黙のうちに意思を相
通じて，こもごも，Ｇの顔面等を手拳で多数回殴打し，腰部等を多数回足蹴にする
などの暴行を加え，その際，上記暴行により，同人に加療約６か月間を要する右眼
窩底骨折，右結膜下出血，右眼球打撲等の傷害を負わせたが，上記傷害は被告人Ａ
がＣと意思を相通じる前後いずれの暴行により生じたかを知ることができない
  ２　被告人Ｂは，被告人Ａらが上記１の犯行に及ぶに際し，被告人Ａの依頼を受
けて，被告人ＡらがＧに暴行を加えることを知りながら，犯人特定の手がかりとな
るのを避けるなどのため，上記Ｆ店前路上に駐車中の被告人Ａ使用の普通乗用自動
車を同所から移動させ，もって，被告人Ａらの上記１の犯行を容易ならしめてこれ
を幇助した
ものである。
（証拠の標目）－括弧内は証拠等関係カードの検察官請求証拠番号
（事実認定の補足説明）
第１　判示第３の各事実に係る平成１４年２月２２日付け起訴状の公訴事実（以
下，この事件を「本件」という。）
　　被告人両名は，Ｃと共謀の上，通行人から金員を強取しようと企て，平成１３
年５月３日午前５時２５分ころ，神戸市ａ区ｈｉ丁目ｊ番ｋ号先路上において，同
所を通りかかったＧ（当時１９年）に対し，こもごも，顔面等を手拳で多数回殴打
し，腰部等を多数回足蹴にするなどの暴行を加えて同人の反抗を抑圧した上，同人
所有に係る現金約２万８０００円在中の財布１個（時価５００円相当）を強取し，
その際，上記暴行により，同人に加療約６か月間を要する右眼窩底骨折，右結膜下
出血，右眼球打撲等の傷害を負わせたものである（以下，Ｃを「Ｃ」といい，Ｇを
「被害者」という。）。
第２　弁護人らの主張の要旨
　　本件について，被告人Ａの弁護人は，被告人ＡがＣとともに被害者に暴行を加
えて傷害を負わせたことは事実であるが，Ｃらと共謀して被害者から金品を強取し
たことはないので，被告人Ａには傷害罪が成立するにすぎない旨主張し，また，被
告人Ｂの弁護人は，被告人Ｂが被害者からの金品強取の実行行為に及んだことも被
害者から金品を強取することをＣらと共謀したこともないので，被告人Ｂは無罪で
ある旨主張し，被告人両名もそれぞれ各弁護人の主張に沿う供述をする。



第３　当裁判所の判断
　１　当裁判所は，関係各証拠に照らすと，本件については，被告人両名がＣと共
謀して被害者から金品を強取したと認定することはできず，判示第３の１，２のと
おり，被告人Ａには傷害罪が成立するに止まるし，被告人Ｂには傷害の幇助犯が成
立するに止まると判断したので，以下その理由を補足して説明する。
　２　上記証拠によれば，以下の事実が間違いのないものとして認定することがで
きる。
　　(1) 被告人両名とＣとの関係
　　　　被告人両名とＣは，小・中学校の同級生であり，特に中学校では同じバス
ケット部に所属していたことから，別々の高校に進学し，またそれぞれが大学進学
や就職した後も本件当時まで一緒に遊ぶ関係が続いていた。
　　　　特に，被告人Ｂは，本件犯行に先立ち，判示第１及び第２のとおり，平成
１３年４月１６日及び同月２８日，それぞれ，Ｃと共謀の上，通行人に暴行を加え
て金員を強取しあるいは強取しようとして未遂に終わったものの，いずれも傷害を
負わせるという強盗致傷事件を敢行していた。
　　(2) 判示第１及び第２の強盗致傷事件の各犯行態様
　　　　被告人ＢとＣは，平成１３年４月１６日及び同月２８日，夜道を１人で歩
いている，被告人らと同年かそれよりも少し年上の男性を襲うべき相手と決め，ド
ライブをしながら襲うべき相手を探し回った上，犯行に及ぶ前にじゃんけんをして
役割分担をし，午前１時ころあるいは午前１時２０分ころの深夜，ほかに人通りの
ない路上において，相手男性の不意を襲い，一方的に殴る蹴るの暴行を加えて，そ
の所持している金員を強取し又は強取しようとしたものである。
　　(3) 本件犯行直前から直後にかけての被告人らの行動等
　　　ア　被告人両名とＣは，平成１３年５月３日午前５時ころ，一緒にＨ駅南側
付近に至り，神戸市ａ区ｈ３丁目６番２４号Ｉ店に入って，Ｃが缶ビール１本を購
入し，同店店長に対して同店でアルバイトをしている友人の悪口を言ったりした
後，同店を出て，同区ｈｉ丁目ｍ番ｎ号Ｆ店（以下「本件Ｆ」という。）の北側に
ある駐輪場に行き，そこで世間話などをしていたが，その間，被告人Ｂが駐車中の
原動機付自転車や自転車を蹴って大きな音を立てたことから，本件Ｆの近隣にある
喫茶店「Ｊ」の経営者Ｋに，「あんたら何してるんや。あんたらのと違うやろ。」
などと大きな声で注意をされた。
      イ　被告人両名とＣは，同日午前５時１４分ころ，本件Ｆに入り，被告人Ａ
は立ち読みをし，被告人Ｂはジュースを買うなどしていたが，Ｃは，店員の胸ぐら
を掴み，「今俺を見とったやろ，ちょっと表へ出てこい。」などと因縁を付けた
り，「この店にＬ，Ｍという男が働いてるやろ，俺はＢいうんや。」と言ったりな
どしてから，同時２０分ころに同店を出た。
        　なお，その当時，被告人Ｂの普通乗用自動車（以下「チェイサー」とい
う。）は本件Ｆ近くの南北道路沿いに，被告人Ａの普通乗用自動車（以下「セルシ
オ」という。）は本件Ｆ前路上にそれぞれ駐車されていた。
      ウ　被告人両名とＣは，その後，再度，本件Ｆ北側にある駐輪場のところで
立ち話をしていたが，同日午前５時２５分ころ，Ｃは，被害者が本件Ｆでの買い物
を終え同店前路上に駐輪中の原動機付自転車の側でリュックサックの中に購入した
弁当などを入れているのを認めて，「なんや。」などと怒鳴りながら１人で近づ
き，被害者に対し，その顔面を手拳で殴るなどの暴行を加え始めた。
      エ　被告人Ａは，Ｃが被害者に対して暴行を加え始めたことを認めるや，自
分のセルシオの鍵を被告人Ｂに預けて移動するように依頼する一方，Ｃと被害者の
ところに行き，Ｃとともに，こもごも，被害者の顔面等を手拳で多数回殴打し，腰
部等を多数回足蹴にするなどの暴行を加え，その際，上記暴行により，被害者に加
療約６か月間を要する右眼窩底骨折，右結膜下出血，右眼球打撲等の傷害を負わせ
たが，Ｃは，その間，被害者が路上に落とした財布を拾ってこれを奪った。
      オ　被告人Ｂは，被告人Ａの上記依頼を受けて，本件Ｆ前に駐車中のセルシ
オを運転してその場を離れ，同所から西に向けて進み最初の通りを左折後少し進ん
だところの路上にまで移動させて駐車した後，上記南北道路沿いに駐車中の自分の
チェイサーのところに戻り，それを運転して同所から離れた。
      カ　被告人ＡとＣは，エの直後，その暴行を目撃した新聞配達員から知らさ
れた上記Ｋが「あんたら何しよんや。」と大声で叫ぶのを聞いたことから，同女ら
がいる東の方向に走り，同女らの前を通り過ぎ，チェイサーが駐車してあった上記
南北道路を南に右折して逃走したが，Ｃは，その逃走中，被害者の財布の中から手



探りで紙幣を抜き取った上その財布を投棄した。
      キ　被告人ＡとＣは，携帯電話で被告人Ｂと連絡を取ってレンタルビデオ店
「Ｎ」Ｏ店前で待ち合わせて会い，３人してチェイサーに乗ってセルシオの移動先
にまで行き，被告人Ａがチェイサーを運転し，被告人Ｂがセルシオを運転して同所
を離れたが，被告人両名は，この間，Ｃから，被害者から奪った現金として３００
０円を見せられ，１０００円ずつ渡されて受け取った。
    以上の事実が間違いのないものとして認めることができる。
  ３　Ｃの本件犯行の罪責について
    　そこで，まず，Ｃの本件における行為について強盗致傷罪が成立するか否か
について検討するに，以下のところからすれば，Ｃには本件について強盗致傷罪が
成立することは明らかというべきである。
    　すなわち，アＣは，本件当日まで被害者と何の関係もなかったものであっ
て，本件当日にも被害者との間で特にトラブルがあったわけではないこと，イＣ
は，被害者に対してその顔面を殴打するなどの暴行を率先して加えており，Ｃが被
害者に加えた暴行の程度は，その反抗を抑圧するのに十分なものであること，ウＣ
は，被害者がその所有の財布を路上に落としているのを認めるや，躊躇なくこれを
拾って奪い取り，財布に入っていた紙幣を抜き取った上その財布を投棄し，奪った
現金のうち少なくとも１０００円を取得していること，エＣは，捜査段階において
は逮捕直後を除いて一貫して強盗の犯意を認め，第３及び第４回公判期日における
供述（以下「第１次Ｃ証言」という。）の中でも，「殴って，あわよくばお金を取
ろうかなという考えはあった。」と述べるなど，被害者に対する強盗の犯意を明確
に供述し，その供述は反対尋問でもやや曖昧になっているものの崩れてはいないこ
と，オＣは，第１２回公判期日における供述（以下「第２次Ｃ証言」という。）で
は，それまでの供述を変遷させ，被害者を殴ったのは，Ｃの威嚇にもかかわらず，
被害者がずっとＣらを睨みつけていて，腹が立ったからであり，被害者の
財布を取ったのは，それが落ちているのを見たからである旨供述して，強盗の犯意
を否定しているが，被害者がＣをずっと睨みつけていたような事実があったとは認
められないし，それまで自認していた強盗の犯意を否定するに至った変遷の理由に
も合理性が乏しいことなどからすれば，Ｃが強盗の犯意をもって被害者にその反抗
を抑圧するのに十分な暴行を加えたことは間違いがないと認められ，Ｃには本件に
ついて強盗致傷罪が成立することは明らかというべきである。
  ４　Ｃの供述の信用性について
    　被告人両名がＣと共謀して本件強盗致傷の罪を犯した旨いう直接証拠は，第
１次Ｃ証言及びＣの検察官調書謄本（甲25，26－いずれも同意部分及び検察官主張
の相反部分あるいは検察官主張の相反部分に限る。以下，この点の記載は省略）の
みであるから，Ｃのこれら供述の信用性について，次に検討する。
    (1) まず，第１次Ｃ証言及びＣの検察官調書謄本（甲25，26）の供述内容につ
いてみるに，
      　第１次Ｃ証言が本件について被告人両名と強盗の共謀があったとしていう
部分は，概略，以下のとおりである。
      　すなわち，

   ア　Ｃは，判示第１及び第２の強盗致傷事件を起こしてから本件までの間に
被告人Ａと会って，Ｃか被告人Ｂが被告人Ａに対し，「この間，ちょっと人しばい
てお金取ってん。」という話をしたところ，被告人Ａは「ああそうなんや。」と答
えた。
      イ　Ｃは，平成１３年５月３日午前零時すぎころから，被告人Ｂの運転する
チェイサーに同乗してドライブしているうち，また強盗をやってみようともちかけ
たところ，被告人Ｂが「おう，ええで。」とこれに応じたことから，北はＨ駅辺
り，南はＰ駅辺り，東はＪＲＯ駅辺り，西はａ警察署辺りを走行して襲うべき相手
を探したが，なかなか見つからなかった。
      ウ　Ｃと被告人Ｂは，被告人Ａと電話で話をして，同日午前３時から４時く
らいの間に本件Ｆ前で合流し，被告人Ａが，運転してきたセルシオを本件Ｆ前に駐
車し，Ｂの運転するチェイサーの後部座席に乗り込んできて，「何しとったん。」
と聞いてきたので，Ｃか被告人Ｂが「ドライブしながらターゲットになる人間探し
とってん。」というようなことを言ったところ，被告人Ａは「ああそうなん。」と
答え，その後，３人でａ周辺をドライブしながら，Ｃと被告人Ｂが，襲うべき相手
を探して，「あの人どうやろう。」などという会話をしていたのに対し，被告人Ａ
は加わってこなかったが，その内容は聞こえているようだった。



      エ　Ｃは，本件犯行直前に被害者に近づいていく際，被告人両名に対し，
「あれ，行こか。」などと声を掛けていないが，被告人両名に対し，おそらく目配
せをしたと思う。
      以上のとおりである。
      　また，Ｃの検察官調書謄本（甲25，26）は，上記の点に関して，上記アの
「この間，ちょっと人しばいてお金取ってん。」という話をしたのはＣであり，上
記ウの「ドライブしながらターゲットになる人間探しとってん。」というようなこ
とを言ったのもＣであるといい，また，上記エのＣが，本件犯行直前に被害者に近
づいていく際に，被告人両名に対し，「あれ，行こか。」と声を掛けたともいうの
である。
　　(2) 第１次Ｃ証言及びＣの検察官調書謄本（甲25，26）（以下併せて「第１次
Ｃ証言等」という。）は，以下のところからすれば，信用できるようにも思われ
る。
      　すなわち，第１次Ｃ証言等は，そのいうところが概ね合致している上，被
告人両名がＣと共謀して本件強盗致傷の罪を犯したのだとすれば，Ｃが被害者に対
し一方的に暴行を加え始め，被害者が何ら有効な反撃をしていないのにかかわら
ず，被告人Ａがそれに加勢してＣとともに被害者に暴行を加えたり，被告人Ｂが被
告人Ａの依頼を受けてセルシオを本件Ｆ前から近くの道路まで移動させた後，Ｃら
の連絡を受けて，逃走中の被告人ＡとＣと待ち合わせてその逃走を助けたり，被告
人両名がＣから本件強取に係る現金のうちから１０００円ずつ受け取ったりしてい
ることなどを合理的に説明することができるから，被告人Ｂについては，本件犯行
前にＣとともに判示第１及び第２の強盗致傷事件を起こしていることや，Ｃが被告
人両名と友人関係にあったことをも考え併せると，第１次Ｃ証言等のいうところが
信用できるようにも思われるのである。
　　(3) しかしながら，第１次Ｃ証言等は，以下のところを考え併せれば，そのま
まには信用することができない。
      　すなわち，ア後述するように，被告人両名の当公判廷における各供述やそ
の捜査段階における各供述は，いずれも被告人両名がＣと共謀して本件強盗致傷の
罪を犯したことを明確に否定しているところ，第１次Ｃ証言等が本件共謀について
いうところを裏付ける証拠は何ら存在しないこと，イ第１次Ｃ証言等は，判示第１
及び第２の強盗致傷事件を起こしてから本件犯行までの間に，被告人Ａに会ってそ
のことを話したというのであるが，その時期やその際の状況について曖昧な供述し
かしておらず，その内容に具体性，迫真性が認められない上，反対尋問において
は，判示第１の犯行後本件までの間に被告人Ａと会ったことはないと矛盾する供述
もしていること，ウ第１次Ｃ証言等は，本件犯行当日，被告人Ａに対して襲うべき
相手を探していたことを伝えた際の反応について，主尋問においては，被告人Ａが
「ああそうなん。」と言った後，「どういう人を狙っとったん。」みたいなことを
言ってきたと思う旨供述しながら，反対尋問においては，被告人Ａが「ああそうな
ん。」と言っただけだったと供述するなど，その供述が一貫していない上，その内
容に具体性，迫真性が乏しいこと，エ第１次Ｃ証言等によれば，被告人
ＢとＣは，阪急電車，阪神電車及びＪＲの最終電車が通過した後も，Ｈ駅，Ｐ駅，
ＪＲＯ駅周辺及びその周辺の住宅地において，襲うべき相手を探して走行し，被告
人Ａが午前３時から４時くらいの間に合流した後も，なお同様に襲うべき相手を探
して走行していたというのであるが，上記駅周辺及び住宅地においてはその時間帯
には通行人が途絶えてしまい，襲うべき相手を探すに適しているとは思われないの
であるから，そのいうところに合理性は乏しいこと，オＣが本件犯行直前に被害者
に近づいていく際，Ｃの検察官調書謄本（甲２５）では，被告人両名に特に声を掛
けずに離れたと述べていたのが，Ｃの検察官調書謄本（甲２６）では，被告人両名
に対し，「あれ，行こか。」と声を掛けた旨供述を変え，さらに，第１次Ｃ証言で
は，被告人両名に対し，「あれ，行こか。」などと声を掛けていないが，おそらく
目配せをしたと思う旨供述を変えるなど，強盗の共謀の成立に関する重要な事実に
ついて，第１次Ｃ証言等は供述を安易に変遷させていて，その変遷には合理的な理
由が認められないこと，カ判示第１及び第２の強盗致傷事件では，被告人ＢとＣ
が，いずれも深夜人気のない場所を選び，予めじゃんけんをして最初に
どちらが襲いかかるかを決めた上で犯行に及んでいるが，本件犯行は，早朝，人気
のあるコンビニエンスストアの前において，しかもその直前にその店内においてそ
こで働いている店員の名前や被告人Ｂの名前を出した直後に敢行されたものであ
り，また，その際，予めじゃんけんをして最初に誰が襲いかかるかを決めていない



のであって，これらの点で判示第１及び第２の強盗致傷事件と本件犯行との間には
大きな違いがあること，キＣは，逮捕直後は本件犯行について財布を奪っていない
と述べ，共犯者の名前も秘匿して，友人である被告人両名を庇っていたが，被告人
両名の名前を出すと同時に財布を奪ったのは被告人両名のどちらかであると供述し
たり，自分が被害者を殴りつけた後，被告人両名がすぐに加勢して３人がかりで暴
行を加えたと供述したり，被告人Ｂが，判示第１の強盗致傷事件を起こす前に，最
初に通行人を襲って金品を奪い取ることを持ちかけた旨供述したりするなど，Ｃに
は，被告人両名が犯行の発案や実行においてより重要な役割を果たした旨虚偽の供
述をして責任を転嫁し，自己の責任を分散軽減しようとする傾向が認められること
などを考え併せると，被告人両名がＣと共謀して本件強盗致傷の罪を犯
した旨いう第１次Ｃ証言等をそのまま信用するわけにはいかないのである。
　５　被告人両名の各供述の信用性について
    　被告人両名の各供述は，いずれもＣと共謀して本件強盗致傷の罪を犯したこ
とを否定するものであるので，被告人両名の当公判廷における各供述を中心に，こ
こでその信用性について検討することとする。
　　(1) 被告人両名の当公判廷における各供述（以下「被告人両名の各公判供述」
という。）が本件犯行に至るまでの当日の行動についていう部分は，細かい点で食
い違いや経験・認識の違いはあるものの，概ね合致しており，その内容をまとめる
と，概略，以下のとおりである。
      　すなわち，
      ア　被告人Ｂは，平成１３年５月３日午前零時ころ，自己の運転するチェイ
サーでＣを迎えに行って，２人で三宮へ遊びに行き，被告人Ａもセルシオを運転し
て三宮へ行き，同日午前１時くらいに三宮のサンキタ通りでこれに合流し，３人で
カラオケ店「Ｑ」に行って，カラオケをしたり，酒を飲んだりして２時間程度過ご
した。
      イ　被告人両名とＣは，同日午前３時前後ころ，同店の外に出たが，Ｃがそ
の店の出入り口付近に溜まっていた男女のグループに絡んだものの，相手がすぐに
謝った様子で喧嘩になることはなく，Ｃはすぐに被告人両名の後についてきた。
      ウ　Ｃが，その後，２人組のスーツを着た男性と喧嘩をし始めたので，被告
人Ａは，相手が２人であり，Ｃが酒に酔っていたことから，Ｃを助けようと思い，
Ｃの側に行き，倒れて起き上がろうとしていた相手男性の１人を蹴って加勢した
が，被告人両名とＣはすぐにその場を離れて自動車を駐車していたところに戻り，
被告人両名はそれぞれの自動車に乗り，Ｃは被告人Ｂのチェイサーに同乗して，Ｒ
店に向かった。
      エ　被告人両名とＣは，Ｒ店に入り，３人とも牛丼のセットを注文したが，
その際，Ｃが財布を被告人両名に見せ，さっき取ってきた財布である旨言い，その
金を分けようと言ってきたが，被告人両名は要らないとしてこれを断った。
      オ　被告人両名とＣが，その後，同店で食事をしていたところ，Ｃが作業着
を着た数人の男性に聞こえるくらいの声で，「あいつら見とうぞ。しばいたろ
か。」などと言ったので，被告人両名は「やめとけ。」などと言ってこれを止め，
またＣがもめると困るので，長居をすることなくＲ店を出た。
      カ　被告人両名は，Ｃがさっき取った財布を捨てたいからＳに行ってくれと
言うので，それぞれ自動車を運転してＣとともにＳへ行き，Ｓではバスケットコー
ト側の階段を下りて行き，Ｃが海に財布を捨てた。
      キ　被告人両名は，その後，Ｃが，酒を飲みたい，Ｈ駅側のＴに行こうと言
ったことから，それぞれの自動車に乗ってＣとともにＵＴＶ店に向かい，被告人Ｂ
は本件Ｆ近くの南北道路沿いにチェイサーを停め，被告人Ａは本件Ｆ前にセルシオ
を停め，３人でＵＴＶ店に向かった。
      というのであり，そして，前記２(3)アイで認定したようなＩ店，本件Ｆ，そ
の前の駐輪場における事実の後のこととして，
      ク　Ｃが被害者のところに行って本件犯行に及ぶ直前に，被告人両名に対
し，「あれ，行こか。」などと声を掛けたり，目で合図をしたりしたようなことは
ない。
      以上のとおりである。
  　(2) 被告人両名の各公判供述は，以下のところからすれば，信用できるように
思われる。
      　すなわち，被告人両名の各公判供述は，前述のように，そのいうところが
概ね合致している上，被告人両名とＣが，カラオケ店「Ｑ」，Ｒ店，Ｓ等を経て，



本件Ｆ前に至るまでの経緯や状況を具体的かつ詳細に述べるものであり，その中に
は，カラオケ店「Ｑ」を出た後，２人組のスーツを着た男性に対して，Ｃが暴行を
加え始め，それに被告人Ａが加勢し，その際，Ｃが相手から財布を取ってきたな
ど，本件強盗致傷事件と同様なでき事があったという，被告人両名にとって不利益
にもなり得ることが含まれているのであるから，第２次Ｃ証言が上記のような被告
人両名の各公判供述にほぼ沿うようなものとなっていることや，被告人両名の各公
判供述のいうような経緯や状況を前提にすれば，Ｃが前記２(3)アイで認定したよう
なＩ店，本件Ｆにおける言動に及んだことについても，また，判示第１及び第２の
強盗致傷事件と大きく異なる状況の下であるにもかかわらず，Ｃが本件強盗致傷事
件を敢行したことについても，納得のいく説明が可能であること，そして，本件に
際しての被告人両名の行動，すなわち，被告人ＡがＣに加勢して被害者に暴行を加
えたり，被告人Ｂが被告人Ａのセルシオを移動させた後，被告人ＡとＣ
の逃走を助けたり，被告人両名がＣから本件強取に係る現金のうちから１０００円
ずつ受け取ったりしていることについても，Ｃとの強盗の共謀の存在を前提にする
ことなく，それなりの説明がなされていることなどを考え併せると，被告人両名の
各公判供述のいうところは信用できるように思われるのである。
  　(3) しかしながら，被告人両名の各公判供述も，以下のところからすれば，そ
れを全面的に信用するわけにはいかない。
      　すなわち，被告人両名は，捜査段階においてはその各公判供述のような具
体的な供述をしていなかったものであって，本件の約９か月後に逮捕されたため記
憶の減退があったであろうことを考慮に入れても，その各供述が一貫しているとは
いい難いこと，被告人両名の各公判供述の内容を客観的に裏付ける証拠はなく，む
しろ，Ｒ店の売上げジャーナルによれば，被告人両名の各公判供述のいうところに
そのまま該当するような客や売上げは見当たらないのであるから，被告人両名が単
に時間的に不正確な供述をしているに止まらず，別の日のことを本件当日のことと
して述べている可能性も完全には否定できないことなどを考え併せると，上記のよ
うな被告人両名の各公判供述をそのまま全て信用するわけにはいかないのである。
  ６　被告人両名の本件強盗致傷罪の成否について
    (1) 以上みてきたとおり，被告人両名がＣと共謀して本件強盗致傷の罪を犯し
た旨いう第１次Ｃ証言等には，その信用性を肯定すべき事情も否定すべき事情もあ
るし，被告人両名がＣと共謀して本件強盗致傷の罪を犯したことを否定する被告人
両名の各公判供述にも，その信用性を肯定すべき事情も否定すべき事情もあるとこ
ろ，第１次Ｃ証言等の信用性を肯定すべき事情は必ずしも強固なものとはいい難
く，これを否定すべき事情も有力であるのに対し，被告人両名の各公判供述の信用
性を否定すべき事情には無視できないものがあるものの，これを肯定すべき事情に
もかなりのものがあることからすると，第１次Ｃ証言等が被告人両名の各公判供述
よりも信用できるとはいい難いのであるから，第１次Ｃ証言等によって，被告人両
名がＣと共謀して本件強盗致傷の罪を犯したものと認定することはできない。
    (2) しかしながら，前述のように，Ｃが被害者に対し一方的に暴行を加え始
め，被害者が何ら有効な反撃をしていないのにかかわらず，被告人Ａがそれに加勢
してＣとともに被害者に暴行を加えたり，被告人Ｂが被告人Ａの依頼を受けてセル
シオを本件Ｆ前から近くの道路まで移動させた後，Ｃらの連絡を受けて，逃走中の
被告人ＡとＣと待ち合わせてその逃走を助けたり，被告人両名がＣから本件強取に
係る現金のうちから１０００円ずつ受け取ったりしていることは間違いのないとこ
ろであるし，特に，被告人Ｂについては，本件犯行前にＣとともに判示第１及び第
２の強盗致傷事件を起こしていることは間違いのないところであるから，これらの
事実から，被告人両名がＣと共謀して本件強盗致傷の罪を犯したと推認できる可能
性があるかどうかを更にみてみることとする。
      　被告人Ａの公判供述及びその検察官調書（乙８）は，Ｃに加勢して被害者
に暴行を加えた理由について，Ｃが被害者と喧嘩になっていると思い，Ｃが怪我を
したら嫌だと思ったからである旨いうのであるが，なるほど，検察官のいうよう
に，被害者はＣに一方的にやられていたのであり，客観的には，被告人ＡがＣに加
勢をすべき必要性があったとはいい難いけれども，Ｃが本件犯行当時相当程度酔っ
ていたことや，被告人Ａにとっては仲の良い友人であったことに加え，被害者は初
対面の相手であって，どのような反撃がなされるのか不明であることなどからすれ
ば，被害者が有効な反撃を開始する前に，被告人ＡがＣに加勢して被害者を徹底的
にやっつけてしまおうととっさに思ったとしても，決して不合理であるとはいえな
い。



      　被告人Ｂの公判供述及びその検察官調書（乙２０）は，被告人Ａの依頼を
受けてセルシオを本件Ｆ前から近くの道路まで移動させた理由について，セルシオ
に傷がつくのを恐れたとか，誰かにナンバーを見られて後で捕まるのを恐れたから
である旨いうのであるが，この点についても，また更にはＣらの連絡を受けて，逃
走中の被告人ＡとＣと待ち合わせてその逃走を助けた点についても，被告人Ｂと被
告人ＡやＣとの関係からすれば，被告人らの間に強盗の共謀がなかったとしても，
決して不自然な行為ではないことが明らかである。
      　また，被告人両名が本件犯行後強取した現金のうちそれぞれ１０００円を
Ｃから受け取ったことについて，被告人Ａの公判供述及びその検察官調書（乙８）
は，いい加減な気持ちで頭が回らないまますんなりと受け取ってしまったといい，
被告人Ｂの公判供述及びその検察官調書（乙２０）は，いったん断ったけれども，
Ｃから「迷惑料や。」と言われて受け取ったというのであるが，金額が少額である
上，被告人ＡにおいてはＣとともに被害者に暴行を加え，被告人Ｂにおいては被告
人ＡやＣの逃走を助けていて，いずれも本件犯行に関与している面があることは否
定できないし，仲の良い友人であるＣとの関係を悪くしたくないという気持ちが働
いたことも考えられるから，被告人両名にＣとの強盗の共謀がなかったとしても，
そのような金を受け取ってしまうこともあり得ないとはいい難い。
      　そして，被告人Ｂが本件犯行前にＣとともに判示第１及び第２の強盗致傷
事件を起こしていることについても，前述のように，本件犯行との間には，犯行時
刻，犯行場所，犯行態様等の点で大きな違いが認められるのであるから，そのこと
をもって，被告人ＢにＣとの間に強盗の共謀があったとみるわけにはいかない。
      　してみると，被告人ＡがＣに加勢して被害者に暴行を加えたことや，被告
人Ｂが被告人Ａのセルシオを移動させた後，被告人ＡとＣの逃走を助けたり，被告
人両名がＣから本件強取に係る現金のうちから１０００円ずつ受け取ったりしてい
ること，更には，被告人Ｂが本件犯行前にＣとともに判示第１及び第２の強盗致傷
事件を起こしていることから，被告人両名がＣと共謀して本件強盗致傷の罪を犯し
たと推認することはできない。
    (3) 以上のとおりであるから，被告人両名がＣと共謀して本件強盗致傷の罪を
犯したと認定することはできない。
  ７　被告人Ａの本件の罪責について
    　被告人Ａは，Ｃが被害者に暴行を加えるのを見て，強盗の故意ではなく，Ｃ
とともに暴行を加える故意で本件犯行に及んだものであるところ，被害者の負った
判示の傷害が本件犯行によって生じたことは間違いないものの，被告人ＡがＣと意
思を相通じる前後いずれの暴行により生じたかは証拠上必ずしも明らかではない。
    　しかしながら，刑法２０７条は，共犯関係にない２人以上の者が暴行を加え
て傷害を負わせた場合において，「その傷害を生じさせた者を知ることができない
とき」は共犯の例による旨定めているところ，本件においては，共犯関係の成立の
前後いずれの暴行によって傷害が生じたのかが不明であるのであって，刑法２０７
条の場合よりも一層傷害の結果につき責任を負うべき場合に当たることは明らかで
あるから，このような場合もやはり刑法２０７条を適用して，生じさせた者を知る
ことができないその傷害の全部について傷害罪の成立を認めるのが相当である。
    （なお，共同正犯による強盗致傷の訴因について，同時傷害を認定するために
訴因変更手続が必要か否かは問題ではあるが，本件については，訴因の範囲内の縮
小認定である上，被告人Ａの弁護人は，被告人Ａが被害者に暴行を加えて判示第３
の１のとおりの傷害を負わせたとして，被告人Ａに傷害罪が成立することは認めて
いるのであるから，訴因逸脱認定又は不意打ち認定の問題は生じず，訴因変更手続
は必要ではないと解する。）
    　以上のとおりであるから，被告人Ａには，判示第３の１のとおり，傷害罪の
成立を認めることができる。
  ８　被告人Ｂの本件の罪責について
    　検察官は，被告人Ｂに強盗致傷の共同正犯が成立しないとしても，その幇助
犯が成立する旨主張するが，Ｃが被害者から金員を強取しようとしていることを被
告人Ｂが認識していたと認めるべき証拠は存しないから，被告人Ｂに強盗致傷の幇
助犯の成立を認める余地はない。
    　しかしながら，被告人Ｂは，被告人Ａらが被害者に対して暴行を加えること
を認識しながら，被告人Ａの依頼を受けて，犯人特定の手がかりとなるのを避ける
などのため，本件Ｆ前路上に駐車中の被告人Ａのセルシオを同所から移動させてい
るのであって，その行為は，被告人Ａらによる判示第３の１の犯行を容易にさせる



ものであるから，被告人Ｂには，判示第３の２のとおり，傷害の幇助犯の成立を認
めることができる。
　　（なお，強盗致傷の共同正犯の訴因に対し，判示第３の２のとおり，傷害の幇
助犯を認定するについて，訴因変更手続が必要か否かであるが，判示第３の２で認
定した被告人Ｂの幇助行為は，被告人Ｂの強盗致傷の共同正犯の訴因の共謀に関わ
る事実として，検察官がその冒頭陳述の段階から主張し立証してきたものであっ
て，その事実自体は，被告人Ｂやその弁護人においても認めて争っていないのであ
るから，このような本件審理の経過に鑑みると，強盗致傷の共同正犯の訴因から傷
害の幇助犯の訴因への変更手続をしなくても，被告人Ｂの防御に実質的な不利益を
生ずるおそれがないものと認められるから，被告人Ｂについては，訴因変更手続を
経ることなく，本件強盗致傷の訴因に対し，判示第３の２のとおり，傷害の幇助犯
を認定することができると解せられる。）
（量刑の理由）
　本件は，被告人Ｂが，Ｃと共謀の上，被害者らに暴行を加えて，その金員を強取
し又は強取しようとし，その際，被害者らに傷害を負わせたという強盗致傷２件
（判示第１及び第２），Ｃが強盗の犯意で被害者に暴行を加え始め，被告人Ａが，
暴行の限度でＣと意思を相通じた上，その被害者に暴行を加えて傷害を負わせたと
いう傷害１件（判示第３の１），その際，被告人Ｂが被告人Ａの依頼を受けて自動
車を移動させて幇助したという傷害幇助１件（判示第３の２）の事案である。　
　判示第１及び第２の各犯行については，被告人ＢとＣは，深夜１人で歩いている
通行人を襲って金員を強取することを共謀し，襲うべき相手を探し回るなどして，
被害者らに対して判示のとおりの犯行に及んだものであって，その犯行は偶発的な
犯行ではないこと，被告人Ｂは，共犯者のＣに誘われて，金欲しさから安易にこれ
に同調し，判示第１及び第２の各犯行を重ねたものであって，その犯行動機には酌
量の余地はないこと，被告人ＢとＣは，被害者らの不意を襲った上，被害者らが全
く抵抗しないにもかかわらず，顔面，腹部等の区別なく，２人がかりで手加減せず
に多数回に亘り殴打や足蹴りを加えたものであって，犯行態様は悪質で危険性の高
いものであること，上記暴行により被害者らは判示のとおりの重い傷害を負わされ
たものであり，また判示第１の犯行により強取された金品の額も１０万円余りと少
額とはいえず，各犯行の結果は相当に重大であること，被害者らは何の落ち度もな
いのに突然襲撃され重傷を負わされたものであって，その受けた精神的肉体的苦痛
は大きいことなどからすると，判示第１及び第２の各犯行の犯情は悪く，被告人Ｂ
のこの点に関する刑事責任は重いといわざるを得ない。
　判示第３の１，２の各犯行については，被告人Ａは，Ｃが被害者に対して一方的
に暴行を加えているのを認識しながら，友人であるＣに加勢して暴行を加えている
のであって，その犯行動機に酌量の余地がないこと，被告人Ａは，Ｃとともに，無
抵抗の被害者に対して，２人がかりで手加減せずに多数回に亘り殴る蹴るの暴行を
加えたものであって，その犯行態様は悪質でかつ危険性の高いものであること，被
害者は何の落ち度もないにもかかわらず，突然襲撃され判示のとおりの重篤な傷害
を負わされたものであって，その受けた肉体的精神的苦痛は大きいこと，被告人Ｂ
は，被告人Ａの自動車を現場から移動させて，被告人Ａらの犯行を容易にして幇助
したものであって，被告人Ａらの理不尽な犯行の発覚を妨げるなどしようとした犯
行の動機に酌むべき点は乏しいこと，また，被告人Ｂは，その後，被告人Ａらを自
動車で迎えに行き，その逃亡を助けていることなどからすると，判示第３の１の犯
行の犯情はよくなく，被告人Ａの刑事責任は軽くはないといわざるを得ないし，判
示第３の２の犯行についての被告人Ｂの刑事責任も軽視するわけにはいかない。
　しかしながら，被告人Ｂについては，判示第２の犯行における金員強取は未遂に
終わっていること，判示第１及び第２の各犯行においてはＣよりもやや従属的な立
場にあったといい得るし，判示第３の２の犯行については幇助犯しか成立しないこ
と，判示の各犯行について事実を認め，判示第１及び第２の各被害者に対して謝罪
文を作成するなどして，反省の態度を示していること，被害弁償金として，判示第
１の被害者に対して３０万円，判示第２の被害者に対して２０万円をそれぞれ支払
っているほか，Ｃにおいても，判示第１の被害者に対して合計８０万円，判示第２
の被害者に対して合計６０万円をそれぞれ支払っていて，ある程度の被害回復がな
されていること，被告人Ｂの父親が今後の生活の監督を誓っていること，被告人Ｂ
は未だ２２歳と若年であり，これまで前科前歴がないこと，本件により１年以上の
期間身柄拘束を受けていること，本件を契機として母親を亡くしていること，痔瘻
に罹患しており健康状態が芳しくないことなどの，被告人Ｂのために酌むべき事情



もまた認められるので，被告人Ｂについては，酌量減軽をした上で主文の刑に処す
ることとする。
　また，被告人Ａについては，判示第３の１の暴行の態様を一部否認しているもの
の，その他の事実を認めて反省の態度を示していること，判示第３の１の被害者に
対して被害弁償金内金として５０万円を支払っているほか，Ｃにおいてもその被害
者に対して合計１３０万円を支払っていて，ある程度の被害回復がなされているこ
と，被害者が被告人Ａに対し寛大な処分を求める旨の上申書を提出していること，
被告人Ａの母親が今後の監督を誓っており，その元勤務先の上司も社会復帰後の雇
用斡旋を約束し，就職後の被告人Ａの監督をも誓っていること，被告人Ａは未だ２
２歳と若年であり，これまで前科前歴もないこと，本件により１年以上の期間身柄
拘束を受けていることなどの，被告人Ａのために酌むべき事情もまた認められるの
で，被告人Ａについては，主文の刑に処した上，今回に限り，その刑の執行を猶予
するのが相当である。
（検察官の科刑意見　被告人Ａにつき懲役７年，被告人Ｂにつき懲役１０年）
　よって，主文のとおり判決する。　　　　　　　　　　　　
　　平成１５年３月２０日
　　　　　神戸地方裁判所第２刑事部
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　裁判長裁判官　　森　　　岡　　　安　　　廣
　　　　　　　　　　
                        裁判官　　前　　　田　　　昌　　　宏
                          　　　　　　　　　　　　　　
                        裁判官　　伏　　　見　　　尚　　　子


